
聖籠町告示第５号 

聖籠町県外予防接種費用助成実施要綱を次のように定める。 

平成２９年２月１４日 

聖籠町長 渡邊 廣吉 

聖籠町県外予防接種費用助成実施要綱 

（趣旨） 

第１条 この告示は、予防接種法（昭和２３年法律第６８号。以下「法」とい

う。）に基づく定期の予防接種を、やむを得ない事情により、県外において

予防接種を受けた際の費用の助成について必要な事項を定めるものとする。 

 （助成対象者） 

第２条  助成の対象者は、接種日において町内に住所を有し、県外医療機関で

予防接種を受けた者の保護者若しくは扶養親族とする。 

 （対象予防接種及び助成金額） 

第３条 助成の対象となる予防接種は、法第２条第２項に規定するＡ類疾病に

係る定期の予防接種とする。 

２ 助成金額は、助成対象者が前項に規定する予防接種について医療機関等に

支払った額に相当する額とし、予防接種を受けた日の属する年度における町

と新潟県医師会との間で定められた予防接種委託契約単価を上限とする。 

 （助成の申請） 

第４条 助成を受けようとする者は、聖籠町県外予防接種費用助成申請書（別

記様式第１号）に母子健康手帳又は接種証明書など接種したことが確認でき

るもの及び医療機関が発行する領収書を添付して、町長に提出しなければな

らない。 

２ 前項の領収書は、発行から６月以内のものを助成対象とする。ただし、町

長が特に必要と認めるときは、この期間を延長することができる。 

 （助成金の交付） 

第５条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を確認し、

助成対象者に助成金を交付するものとする。 

 （助成金の返還） 

第６条 町長は、虚偽その他の不正な手段により助成を受けた者があるときは、



その者から助成金額の全部又は一部を返還させることができる。 

 （その他） 

第７条 この告示の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。 

   附 則 

 この告示は、告示の日から施行する。 

 

別記様式第１号（第４条関係） 

 


